
第９部会

判定の基準となる検定意見相当箇所
(欠陥箇所)数 ※２
合計（①，②，③）

検定意見相当箇所(欠陥箇所)数
合計（①，②，③）

 22（  0,  1, 21）

 22（  0,  1, 21）

 69（  0,  3, 66）

 69（  0,  3, 66）

 25（  0,  1, 24）

 25（  0,  1, 24）

 92（  0,  6, 86）

 92（  0,  6, 86）

（審査要項第１用）

判　　　　定　　　　案

２．審議会開催日

１．部　会

４．合格又は不合格の判定案

３．上程図書点数

家庭小委員会

令和６年１０月２５日

４点

受理番号
判定案
※１

学 年種　目教　科学 校

判定留保

106-132 高等学校 家庭 家庭基礎 判定留保

106-131 高等学校 家庭 家庭基礎

判定留保

106-138 高等学校 家庭 家庭基礎 判定留保

106-135 高等学校 家庭 家庭基礎

※１　合格又は不合格の判定留保にかかる検定意見書の案（調査意見書）、又は不合格の判定にかかる
　　　不合格となるべき理由書の案は別紙のとおり。
※２　判定の基準となる検定意見相当箇所(欠陥箇所)数は、教科用図書検定審査要項第１の３の（５）に
　　　該当する箇所を除いた数。



第９部会

判定の基準となる検定意見相当箇所
(欠陥箇所)数 ※２
合計（①，②，③）

検定意見相当箇所(欠陥箇所)数
合計（①，②，③）

 34（  0,  2, 32）

 34（  0,  2, 32）

 75（  0,  3, 72）

 75（  0,  3, 72）

 26（  0,  2, 24）

 26（  0,  2, 24）

 97（  0,  6, 91）

 97（  0,  6, 91）

（審査要項第１用）

判　　　　定　　　　案

２．審議会開催日

１．部　会

４．合格又は不合格の判定案

３．上程図書点数

家庭小委員会

令和６年１０月２５日

４点

受理番号
判定案
※１

学 年種　目教　科学 校

判定留保

106-144 高等学校 家庭 家庭総合 判定留保

106-143 高等学校 家庭 家庭総合

判定留保

106-146 高等学校 家庭 家庭総合 判定留保

106-145 高等学校 家庭 家庭総合

※１　合格又は不合格の判定留保にかかる検定意見書の案（調査意見書）、又は不合格の判定にかかる
　　　不合格となるべき理由書の案は別紙のとおり。
※２　判定の基準となる検定意見相当箇所(欠陥箇所)数は、教科用図書検定審査要項第１の３の（５）に
　　　該当する箇所を除いた数。



第９部会

判定の基準となる検定意見相当箇所
(欠陥箇所)数 ※２
合計（①，②，③）

検定意見相当箇所(欠陥箇所)数
合計（①，②，③）

 27（  0,  0, 27）

 27（  0,  0, 27）

 11（  0,  0, 11）

 11（  0,  0, 11）

 42（  0,  3, 39）

 42（  0,  3, 39）

 10（  0,  0, 10）

 10（  0,  0, 10）

 76（  0,  8, 68）

 76（  0,  8, 68）

 71（  0,  3, 68）

 71（  0,  3, 68）

 58（  0,  3, 55）

 58（  0,  3, 55）

 31（  0,  1, 30）

 31（  0,  1, 30）

（審査要項第１用）

判　　　　定　　　　案

２．審議会開催日

１．部　会

４．合格又は不合格の判定案

３．上程図書点数

家庭小委員会

令和６年１０月２９日

８点

受理番号
判定案
※１

学 年種　目教　科学 校

判定留保

106-134 高等学校 家庭 家庭基礎 判定留保

106-133 高等学校 家庭 家庭基礎

判定留保

106-137 高等学校 家庭 家庭基礎 判定留保

106-136 高等学校 家庭 家庭基礎

判定留保

106-140 高等学校 家庭 家庭基礎 判定留保

106-139 高等学校 家庭 家庭基礎

判定留保

106-142 高等学校 家庭 家庭基礎 判定留保

106-141 高等学校 家庭 家庭基礎

※１　合格又は不合格の判定留保にかかる検定意見書の案（調査意見書）、又は不合格の判定にかかる
　　　不合格となるべき理由書の案は別紙のとおり。
※２　判定の基準となる検定意見相当箇所(欠陥箇所)数は、教科用図書検定審査要項第１の３の（５）に
　　　該当する箇所を除いた数。



第９部会

判定の基準となる検定意見相当箇所
(欠陥箇所)数 ※２
合計（①，②，③）

検定意見相当箇所(欠陥箇所)数
合計（①，②，③）

 76（  0,  8, 68）

 76（  0,  8, 68）

 29（  0,  1, 28）

 29（  0,  1, 28）

（審査要項第１用）

判　　　　定　　　　案

２．審議会開催日

１．部　会

４．合格又は不合格の判定案

３．上程図書点数

家庭小委員会

令和６年１０月２９日

２点

受理番号
判定案
※１

学 年種　目教　科学 校

判定留保

106-148 高等学校 家庭 家庭総合 判定留保

106-147 高等学校 家庭 家庭総合

※１　合格又は不合格の判定留保にかかる検定意見書の案（調査意見書）、又は不合格の判定にかかる
　　　不合格となるべき理由書の案は別紙のとおり。
※２　判定の基準となる検定意見相当箇所(欠陥箇所)数は、教科用図書検定審査要項第１の３の（５）に
　　　該当する箇所を除いた数。



第９部会

学 校 種　目 学 年 判定案 特　記　事　項

高等学校 家庭基礎 合格

高等学校 家庭基礎 合格

高等学校 家庭基礎 合格

高等学校 家庭基礎 合格

高等学校 家庭基礎 合格

高等学校 家庭基礎 合格

高等学校 家庭基礎 合格

高等学校 家庭基礎 合格

高等学校 家庭基礎 合格

高等学校 家庭基礎 合格

３．上程図書点数

家庭小委員会

令和７年２月１２日

１２点

（審査要項第４用）

判　　　　定　　　　案

１．部　会

２．審議会開催日

受理番号 教　科

４．合格又は不合格の判定案

106-131 家庭

106-132 家庭

106-133 家庭

106-134 家庭

106-135 家庭

106-136 家庭

106-137 家庭

106-138 家庭

106-139 家庭

106-140 家庭



第９部会

学 校 種　目 学 年 判定案 特　記　事　項

３．上程図書点数

家庭小委員会

令和７年２月１２日

１２点

（審査要項第４用）

判　　　　定　　　　案

１．部　会

２．審議会開催日

受理番号 教　科

４．合格又は不合格の判定案

高等学校 家庭基礎 合格

高等学校 家庭基礎 合格

106-141 家庭

106-142 家庭



第９部会

学 校 種　目 学 年 判定案 特　記　事　項

高等学校 家庭総合 合格

高等学校 家庭総合 合格

高等学校 家庭総合 合格

高等学校 家庭総合 合格

高等学校 家庭総合 合格

高等学校 家庭総合 合格

３．上程図書点数

家庭小委員会

令和７年２月１２日

６点

（審査要項第４用）

判　　　　定　　　　案

１．部　会

２．審議会開催日

受理番号 教　科

４．合格又は不合格の判定案

106-143 家庭

106-144 家庭

106-145 家庭

106-146 家庭

106-147 家庭

106-148 家庭
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